
資料３

【参考】前回改定時の変更点

・第２章

　➤基本目標Ⅱ　ＤＶ被害者の支援体制づくり（Ｐ１２） 最下段
　　１. 相談体制の充実
　　【追加】（３）配偶者暴力相談支援センターの設置に向けての情報収集を行い内容の充実を図る。
　　県の第三次ＤＶ対策基本計画に基づく市町村における設置の働きかけを受けて盛り込みました。

　➤基本目標Ⅲ　ＤＶ対策の推進体制づくり（Ｐ１４）
　　１. 推進体制の整備
　　（２）関係機関との連携体制の整備
　　　【追加】関係機関と定期的な会議・研修の開催を通じて連携の促進をはかります。
　　　関係機関の要請に基づき、連携が必要とされる庁内各課のほか、外部組織との連携を促進することが狙いです。

　➤ＤＶ被害者支援の流れ（Ｐ１５）
　　保育所・幼稚園に加えて、認定こども園を追加

○策定の経緯
　配偶者等からの暴力（ＤＶ）対策については、平成２５年に策定した基本計画に基づき、各種施策を推進してきました。平成３０
年３月３１日をもってその計画期間が満了となったため、平成２９年度に関係機関・関係各課との検討・協議や、策定組織である男
女共同参画推進委員会において意見調整を行い、現計画を策定しました。
　令和２年度末の現計画期間終了に向け、次期計画は第三次男女共同参画プランと一体的に策定することで、各種施策を総合的に
推進していく事を予定しています。

・第１章

　➤２　計画の位置づけ（Ｐ２）
　　関連計画として男女共同参画プランの隣に「下野市人権教育・啓発推進行動計画」を追加しました。

　➤４　用語の定義（Ｐ３）２行目後半～５行目
　　法改正に基づく文言の追加と、被害者がＬＧＢＴなど性的少数者の場合もあり得ることを含めた表現としました。
　　【追加】（生活の本拠を共にする交際相手、恋人など親密な関係にある（又はあった）異性間、同性間パートナーも含まれます。）

　➤７　下野市における現状と取組（Ｐ６）１～２行目
　　（本市では、平成２０年３月策定の男女共同参画プラン・平成２８年３月策定の第２次男女共同参画プラン及び平成２５年３月策定の
　　　配偶者等からの暴力対策基本計画に基づき、）
　　第二次男女共同参画プラン名、ＤＶ計画を追加しました。

下野市配偶者等からの暴力対策基本計画

進捗状況報告書【全事業】

令和２年３月31日現在



基本目標Ⅰ　　ＤＶ防止の意識づくり

（2）人権教育・
人権啓発
の推進

ＤＶ防止
に向けた
対策の充
実

デートＤＶ防止に
向けた啓発を行い
ます。

地域に密着した組
織、団体への啓発
活動を行います。

市民協働推進課
（全課）

（1）家庭、地
域、職場、学校に
おける啓発

広報紙やホーム
ページ、チラシな
どを活用した啓発
を行います。

市民協働推進課
学校教育課
生涯学習文化課

「人権教育・啓発
推進行動計画」と
連動して効果的な
啓発等を実施しま
す。

【市民協働推進課】
デートＤＶに関する情報が掲載されたＤ
Ｖ防止啓発カードを、各公共施設、関係
機関、病院や薬局等に設置を依頼するこ
とで、幅広い層へカードを通して啓発が
行えるよう努めた。
成人式会場に、啓発カードやプラン概要
版を設置し周知した。

成人式のような若年層が集
まる場所での啓発の機会を
狙った。

若年層への啓発の機会が少な
い。

駅や商業施設など、人
が集まる施設のトイレ
等に設置協力を要請
し、周知率を高める。

継続

【こども福祉課】
身近な相談先として民生委員児童委員協
議会定例会において相談窓口の周知を
行った。

ＤＶ防止に関する
啓発リーフレット
の作成、関係機関
への配布をしま
す。

【市民協働推進課】
平成30年より配布開始しているＤＶ防止
啓発カードを活用し、各公共施設、関係
機関に配布し幅広い層へ啓発が行えるよ
う努めた。また、ＤＶ相談担当課と連携
し、対象者に情報が届きやすくなるよう
配慮した。

名刺サイズ6面のカードに、
デートＤＶやＤＶの種類等
について紹介するととも
に、相談先や避難時の持ち
物など、具体的な対応策に
繋がるような内容を多く掲
載している。

医療機関等、公共機関以外に
もカードの補充や配布拡大を
行う。

カード配布先を拡充
し、情報を必要として
いる方へ届くよう配慮
する。 継続

平成31（令和元）年度 令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　策　の　内

容
取り組む施策 担当課 目　　標

今後の
方向性

事　業　の　内　容 工夫して取り組んだ点 問題点・今後の課題

【市民協働推進課】
内閣府、栃木県発行のチラシや市発行の
情報紙を各イベントにおいて配布し、啓
発を行った。
ホームページの「男女共同参画キーワー
ド集」においてＤＶについて解説してい
る。
下記啓発イベントでＤＶ防止啓発パネル
を展示した。
・6月　男女共同参画週間パネル展
・7月　男女共同参画のつどい（映画上
映）
・11月　男女共同参画推進セミナー

【こども福祉課】
ホームページ、チラシ、子育てハンド
ブックにＤＶホットラインの案内を掲載
した。

配偶者だけの問題ではな
く、子どもにとって著しく
害があることを啓発した。

ＤＶホットラインを知ってい
る市民の割合が令和2年度の目
標値25％に対し、令和元年度
の現状値14.3％と下回ってい
る。周知方法を検討し、より
多くの市民に伝える必要があ
る。

下野市女性相談（Ｄ
Ｖ）ホットラインを
知っている市民の割合
を25％以上にする。 継続

下野市女性相談（Ｄ
Ｖ）ホットラインを
知っている市民の割合
を25％以上にする。

継続

セミナーや啓発物の配
布を行い、ＤＶに関す
る正しい知識と相談先
の知名度向上に努め
る。 継続

6月における男女共同参画週
間の際には市内3カ所でパネ
ル展示を行ったうえで、チ
ラシや情報紙の配布に努め
た。

職場・学校における啓発とし
て、市内企業や小中学校へ啓
発イベントの案内を行った
が、来場しなくとも効果があ
るような啓発方法を検討す
る。

市民を対象とした啓発
イベントで理解を呼び
掛けていくとともに、
市内事業者に広報物の
配布協力を呼び掛け、
働く人々の意識啓発を
図る。

継続

各地区の民生委員に相談窓
口と対応している職員を
知ってもらう機会とした。

ＤＶホットラインを知ってい
る市民の割合が令和2年度の目
標値25％に対し、令和元年度
現状値は14.3％と下回ってい
る。周知方法を検討し、より
多くの市民に伝える必要があ
る。

下野市女性相談（Ｄ
Ｖ）ホットラインを
知っている市民の割合
を25％以上にする。 継続

【市民協働推進課】
男女共同参画推進委員や相談を受ける機
会の多い人権擁護委員と協力し、ＤＶ防
止啓発カードをふくしフェスタや男女共
同参画のつどい等、イベント会場での啓
発活動に利用した。

ＤＶについて分かりやすい
カードを作成し、幅広い層
への啓発に努めるととも
に、住民の困りごと相談に
対応する委員にＤＶ防止啓
発カードの利用を提案し
た。

人権擁護委員や男女共同参画
推進委員以外の組織、団体へ
の啓発が課題である。

【こども福祉課】
こども福祉課窓口等においてリーフレッ
トを配布し周知啓発を行った。

目に触れやすい場所で広く
周知した。

ＤＶホットラインを知ってい
る市民の割合が令和2年度の目
標値25％に対し、令和元年度
の現状値14.3％と下回ってい
る。周知方法を検討し、より
多くの市民に伝える必要があ
る。

継続

人権教育・啓発推進行
動計画の男女の項目等
も鑑み、男女共同参画
推進委員会において検
討を行う。 継続

【学校教育課】
南河内第二中学校で、市人権教育全体研
修会を実施した。
参加：市内小・中学校教職員16名

研究協議では、異校種や男
女教職員混合の班を編制
し、人権問題についての意
見交換や情報交換の場を設
けた。

教職員一人一人が様々な人権
問題について理解を深め、意
識を高められるよう､研修内容
を工夫していく必要がある。

研修会を通して、男女
共同参画への意識向上
につながる「様々な人
権問題」への理解を深
めることができた教員
の割合：100％
※研修の振り返りより
算出

【市民協働推進課】
人権擁護委員と協力し、12月の人権週間
にあわせて、たいらや自治医大店で啓発
活動を行った。「人権教育・啓発推進行
動計画」の進捗管理のほか、県人権担当
課・法務局・人権擁護委員等の関係機関
と情報共有を行い、ＤＶプランとの連動
した啓発活動に努めた。

ＤＶ防止啓発カードやパー
プルリボン運動の啓発品を
人権擁護委員の啓発活動に
提供している。

本計画と男女共同参画プラン
との一体化により、人権教
育・啓発推進行動計画との連
動も再確認が必要。

【生涯学習文化課】
（1）人権教育講演会の開催
日時：11月30日（土）　参加者：225名
内容：「明日、笑顔になあれ～夜回り先
生からのメッセージ」
講師：花園大学客員教授　水谷　修氏
（2）市民人権講座の開催（全3回）
①日時：12月3日（火）　参加者：31名
内容：「犯罪被害者の人権についてあな
たに知ってほしいこと」
講師：公益社団法人被害者支援センター
とちぎ　事務局長　和氣　みち子氏
②日時：12月10日（火）　参加者：38名
内容：「部活動と人権問題～生徒と教師
がともに幸せになるために～」
講師：早稲田大学スポーツ科学学術院
中澤　篤史氏
③日時：12月17日（火）　参加者：27名
内容：「考えてみよう、在日外国人の人
権」
講師：下都賀教育事務所　山口健一社会
教育主事/マンディブ・チェットリ（ネ
パール出身）

毎年、広く市民に対して人
権意識を啓発するため、昨
今の社会課題となっている
様々な人権問題に焦点をあ
て、講演会・講座を実施し
ている。今年度はＤＶ防止
に重点を置いたテーマとは
ならなかった。

ＤＶ防止は重要な人権問題の
ひとつであるが、人権問題は
非常に幅が広く、必ずしも内
容がＤＶ防止の意識づくりに
関するものになり得ない。逆
にＤＶ防止の意識づくりのみ
に重点を絞ってしまうと、他
の人権問題の学習機会を減少
させることにもなりかねない
のが現状である。

今後も、社会課題に応
じた人権問題を積極的
にテーマとして取り上
げていき、その中でＤ
Ｖ防止の視点からも取
り上げられるものがあ
れば、講座・講演会の
テーマとしていく。

継続
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基本目標Ⅱ　　ＤＶ被害者の支援体制づくり

市民協働推進課
こども福祉課

広報紙、市ホーム
ページ、メール配
信等様々な媒体を
活用して相談窓口
を広く周知しま
す。

（1）相談窓口の
周知

（2）窓口対応の
向上

（3）配偶者暴力
相談支援センター
の設置に向けて
の情報収集

相談体制
の充実

（2）一時保護者
への支援

取り組む施策 担当課

相談員及び担当職
員は、各種研修へ
積極的に参加し
て、相談技術の向
上や専門知識の習
得を図ります。

こども福祉課

保護体制
の充実

とちぎ男女共同参
画センター（一時
保護所）、警察、
民間シェルターと
連携し、被害者の
状況に関する情報
共有を図り、被害
者とその子どもの
円滑な一時保護に
つなげます。

こども福祉課
安全安心課
高齢福祉課

配偶者暴力相談支
援センター設置に
向け、情報収集を
行い、内容の充実
を図ります。

問題点・今後の課題 目　　標
今後の
方向性

事　業　の　内　容 工夫して取り組んだ点

平成31（令和元）年度 令和３～７年度（次期計画）

カードにはデートＤＶやＤ
Ｖの種類等について紹介す
るとともに、相談先や避難
時の持ち物など、具体的な
対応策に繋がるような内容
を多く掲載している。
初回配布以降、申し出をい
ただいた病院や薬局などへ
カード補充を行っている。

啓発物の設置範囲を拡大し、
情報を必要としている方に届
くよう工夫が必要である。

引き続き医療機関や商
業施設等にも積極的に
協力を呼び掛け、設置
を促す。

継続

施　　策
施　策　の　内

容

とくになし 各種研修会に参加しス
キルアップを目指すと
ともに、2人体制での面
接により、適切で幅の
ある支援ができるよう
努める。

継続

こども福祉課 【こども福祉課】
今年度は配偶者暴力防止対策ネットワー
ク会議の構成メンバーではなく、研修へ
の出席の機会がなかった。

【こども福祉課】
婦人相談員と保健師を中心に各種研修会
に参加した。
・婦人保護業務関係職員研修会（第1回～
5回）
・母子父子自立支援員等研修会（5～10
月、計3回)
・養育費相談支援研修（9月、1月）
・性暴力を考える講座（7月、8月）

各種研修会に参加するとと
もに、過去の記録の確認を
することで経験を補い、適
切な支援ができるよう努め
ている。

【こども福祉課】
ホームページ、広報紙で相談窓口を周知
した。ＤＶ相談カードを関係施設に配布
した。

様々な媒体を活用して相談
窓口を周知した。

下野市女性相談（Ｄ
Ｖ）ホットラインを
知っている市民の割合
を25％以上にする。

継続

困難ケース等については、
近隣・配偶者暴力相談支援
センターへ連絡・相談を
行っている。

婦人相談員がこども福祉課に
所属していることから、母子
福祉と児童家庭相談との連携
が出来ていること、また、近
隣である小山市・宇都宮市・
栃木市に配偶者暴力相談支援
センターがあり、市以外で相
談したい方が円滑に相談でき
ている。

相談者に対しスムーズ
に支援が行えるよう努
める。

継続

ＤＶホットラインを知ってい
る市民の割合が令和2年度の目
標値25％に対し、令和元年度
の現状値14.3％と下回ってい
る。周知方法を検討し、より
多くの市民に伝える必要があ
る。

継続

【こども福祉課】
婦人相談員と保健師を中心に会議や講座
に参加し関係機関の連携に努めた。
・下野警察ネットワーク会議（11月）
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸
付事業説明会（2月）

関係機関と連携を図ること
で、要保護者への迅速な一
時保護や被害者の防止が図
られている。
令和元年度から男女共同参
画センターを要保護児童対
策地域協議会の委員に委嘱
した。

今後も関係機関と情報共有し
ながら連携していく。

関係機関と連携を図
り、被害者とその子ど
もを迅速かつ円滑に一
時保護につなげる。

継続

【市民協働推進課】
市作成のＤＶ防止啓発カードや県作成の
ＪＫビジネス防止啓発カード、男性の為
の電話相談カードを、各公共施設トイレ
や授乳室、成人式や男女啓発イベント会
場などに設置し、関係機関に配布した。
人権週間に併せ、広報しもつけ12月号に
人権相談の案内を掲載した。

【安全安心課】
被害者の相談体制を確保して、警察や被
害者支援センターといった関係機関と連
携の上、情報を発信し、漏れのない被害
防止に繋げる。
・下野警察署被害者支援連絡協議会の参
加（11月）
・下野警察署相談ネットワーク会議の参
加（11月）
・犯罪被害者週間栃木大会の参加（11
月）

被害者のニーズの把握し確
実な支援へと繋げるため、
警察及び被害者支援セン
ターとの連携を強化し、相
談体制を確保した。

漏れがなく確実な被害防止を
図るため、さらなる関係機関
との連携強化に努める必要が
ある。

県等が主催する担当者
研修会に参加するなど
して、担当者の被害者
支援業務の理解を含
め、強い相談体制を確
保する必要がある。

継続

（1）関係機関と
の連携

とちぎ男女共同参
画センター（一時
保護所）まで同行
するとともに、助
言を行い、速やか
な一時保護につな
げます。

こども福祉課

【高齢福祉課】
65歳以上のＤＶは、高齢者虐待防止法の
対象となるため、必要時、関係機関との
連携を図った。

地域包括支援センターと相
談及び連絡調整しやすい関
係を築くことができた。

各関係機関との円滑な相談及
び連絡調整できる関係の構
築。

高齢者虐待防止ネット
ワーク運営委員会の継
続開催（令和元年度は
新型コロナウイルス感
染症対策により中止）

加害者から逃れ、安全
な生活が送れるように
支援する。

継続

【こども福祉課】
必要時、とちぎ男女共同参画センターの
助言を仰ぎながらケース支援に取り組む
とともに、連携して被害者に対する安全
確保に努めた。
令和元年度　　1件（一時保護）

とちぎ男女共同参画セン
ター、生活保護担当者等と
連携を図り、一時保護から
自立への第一歩につながっ
た。

支援を必要とする対象者の希
望をどこまで聞き入れるべき
か、その都度、検討を重ねる
必要がある。
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マニュアルを更に整備
し、受付はグループ全
員が可能となるよう対
応を強化する。

改善・見直し

継続

【社会福祉課】
要保護世帯の被害世帯に対する生活扶助
等の支援を行った。

平成31（令和元）年度 令和３～７年度（次期計画）

施　　策
施　策　の　内

容
取り組む施策 担当課 事　業　の　内　容 工夫して取り組んだ点 問題点・今後の課題 目　　標

今後の
方向性

（1）被害者の生
活再建に
向けた支援

被害者の生活実態
を把握したうえ
で、生活資金や健
康保険の取扱い、
住所の変更等につ
いて、関係課と連
携し、迅速・円滑
に対応します。

こども福祉課
社会福祉課
市民課

こども福祉課
学校教育課

子どもを伴う被害
者に対しては、保
健師等の専門職と
連携して安全確
保、心のケアに努
めます。

（3）被害者の子
どもへの
対応

【市民課】
住民基本台帳事務における支援措置業務
において、こども福祉課をはじめ、税証
明を発行する税務課、下野警察、そして
被害者の従前および転出先住所地、本籍
地の市町村とも連携をとり対応した。ま
た、被害者のうち年金加入者および受給
者へは、情報保護申込についてのリーフ
レットを配布した。

担当職員の異動時にも的確
に対応できるようマニュア
ルを整備し、また支援措置
担当職員が不在の際には担
当以外の職員でも受付でき
るよう、グループ内でマ
ニュアルを共有した。

グループ内でマニュアルは共
有していたが、実際は限られ
た職員が対応にあたってい
た。
また支援措置希望者の中に
は、状況により支援措置制度
の利用が効果的でない方や、
制度対象とならない方もいる
ため、聞き取りや十分な制度
説明が必要となる。相談途中
で連絡がつかなくなってしま
う方も多かった。

【こども福祉課】
入園申し込み時に詳細な聞き取りをおこ
ない、入園審査において配慮することで
子の安全と保護者支援に努めた。

各施設と情報を共有し安全
性の確保に努めた。

入園申し込み時に詳細な聞き
取りをおこない、入園審査に
おいて配慮するなどの対応を
継続していく必要あり。

子の安全と保護者支援
に努める。

継続

【学校教育課】
ＤＶ避難による区域外就学については、
転学先や居住地などの情報を慎重に取扱
い、関連情報を知り得る者の範囲を制限
する等の配慮を行った。

指導要領など転校に必要な
書類の受け渡しを教育委員
会を介して行い、学校間の
直接連絡を避けた。

ＤＶ避難による情報を慎重に
取扱い、最大限の配慮をしな
がら業務を遂行しているが、
当人の保護者から情報が漏れ
る場合が多い。関係諸機関と
も連携して、ＤＶブロックに
ついて十分理解していただく
ようにする。

関係諸機関と連携し
て、個人情報等、慎重
に対応していく。

継続

（2）就労に向け
た支援

自立した生活を目
指す被害者に対
し、公共職業安定
所（ハローワー
ク）等と連携を取
りながら、就業活
動に必要な情報の
提供や自立に向け
た支援を行いま
す。

こども福祉課 【こども福祉課】
ハローワークのマザーズコーナーや、社
会福祉協議会の事業「ささえーる」を紹
介するなど、就労に向けた支援を行っ
た。

来庁相談に至らなかった際
は、郵送にて情報提供を
行った。

本人の意欲向上に向けた支援
の具体的な方法の模索が必要
である。

自立支援
の充実

【こども福祉課】
面接により状況を把握し、必要に応じて
健康保険や住所閲覧制限等について、連
携し対応した。ＤＶ被害女性の同伴児童
においても、手当受給等で不利益になら
ないよう迅速に対応した。

必要な関係部署と連携をと
り対応することができた。

就労等により安定した
経済環境を築き、自立
できるように支援す
る。

関係課との連携を強化し情
報の共有化を図った。

既に要保護として支援を受け
ている世帯のほかに、相談し
たいのにサポートに繋がって
いない、その他の複数の原因
により制度の利活用を希望で
きないといった状況下にある
潜在需要が考えられる。

関係各課との情報共有
を密に行い、継続・新
規対象者ともに各種支
援の適正な活用を促
す。 継続

支援を必要とする対象者の希
望をどこまで聞き入れるべき
か、その都度、検討を重ねる
必要がある。

被害者の意向を確認し
ながら、安心して生活
が送れるよう、必要な
手続き等の支援ができ
るよう取り組む。

継続

【こども福祉課】
子どもを伴う被害者の面接には保健師が
同伴し、子どもに属する関係機関と連携
を図り安全確保や支援に努めた。

子どもが面接場面に同席し
ないように配慮した。

就学児は学校や学校サポート
センター、児童相談所等との
連携を強化する。

被害を受けた児童や保
護者が二次障害に至ら
ないよう、安全確保に
努める。

継続
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基本目標Ⅲ　　ＤＶ対策の推進体制づくり

市民協働推進課
（全課）

計画の進捗管理に際し、関
係課との連携を強化し情報
の共有化を図った。

令和2年度は計4回実施し、改
訂および事業に関する連絡等
を行う必要がある。

引き続き、本部及び幹
事会において進捗管理
を行う。

推進体制
の整備

（2）関係機関と
の連携体制の整備

（1）庁内推進体
制の整備

全庁的な組織であ
る市男女共同参画
推進本部及び庁内
幹事会において、
庁内ネットワーク
の充実を図るとと
もに、施策管理を
とおしてＤＶ対策
に関する共通認識
と取組の強化を行
います。

市民協働推進課
総務人事課
安全安心課
社会福祉課
こども福祉課
高齢福祉課
健康増進課
農政課
商工観光課
水道課
教育総務課
学校教育課
生涯学習文化課

事　業　の　内　容

【市民協働推進課】
4/12幹事会（資料配布による）
6/12本部
下野市配偶者等からの暴力対策基本計画
については、庁内男女共同参画推進本部
及び幹事会において推進するとともに進
捗管理を行っている。

平成31（令和元）年度

施　　策
施　策　の　内

容

今年度は計画の要旨を説明
し、次年度の改訂に向け意
見照会に協力いただけるよ
う呼びかけた。代表者会議
の場において行うことによ
り、会議の効率化を図っ
た。

関連機関の持つ情報を施策に
反映し、効果的な防止啓発に
努める。

継続

令和３～７年度（次期計画）

意見照会を行った内容
について、下野市男女
共同参画推進委員会で
共有し、計画改訂時に
反映させる。

継続

取り組む施策 担当課 目　　標
今後の
方向性

工夫して取り組んだ点 問題点・今後の課題

継続

関係機関と定期的
な会議・研修の開
催を通じて連携の
促進を図ります。

市民協働推進課
（全課）

【市民協働推進課】
会議内容及び出席者の構成を鑑み、下野
市要保護児童対策地域協議会代表者会議
と併せ意見照会を実施することとした。

【市民協働推進課】
下野市配偶者等からの暴力（ＤＶ）に関
する連絡会議に代えて、下野市要保護児
童対策地域協議会代表者会議に出席し、
計画改訂に向け協力要請を行った。今
後、計画案に関する意見照会の実施を予
定している。

計画の改訂に向け、関係課
および機関との連携を強化
するため、情報提供への協
力を呼びかけた。

計画改訂時に、関係機関から
見た課題や改善点を反映させ
る。

令和2年度に計画案を作
成する中で、要保護児
童対策地域協議会代表
者会議に出席する機関
に意見照会を行う。

関係機関との連携
を取り、ＤＶ防止
のためのネット
ワークを構築し、
市全体でＤＶ対策
を推進します。
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